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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】人体の開口部を経由する内腔貫通の内視鏡手術
において、改善された操作性を創生する一方、いくつか
の器具を、互いの操作が阻害されることなく使用可能な
医療器具を提供する。
【解決手段】近端部に配設されたハンドル３と、該ハン
ドルから遠位側に伸び出るシャンク６とを、前記シャン
クの遠端部に配設された可動ジョー部４とを備え、前記
シャンクは、剛性を有して設計され、少なくとも１つの
近位側曲げ領域１０及び遠位側曲げ領域を１６含んで構
成され、これにより、前記シャンクの伸び方向が変化し
、前記シャンクの前記遠位側曲げ領域が配設されたセク
ションが、前記シャンクの前記近位側曲げ領域が配設さ
れたセクションに対して相対的に長軸周りに回動自由で
あり、かつ、前記ジョー部は、前記シャンクに対して前
記遠端部でその遠位側の長軸周りに回動自由である構成
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近端部に配設されたハンドル(3)と、該ハンドル(3)から遠位側に伸びるシャンク(6)と
を、前記シャンク(6)の遠端部に配設された可動ジョー部(4)と共に備えた医療器具であっ
て、
　前記シャンク(6)は、剛性を有して設計され、少なくとも１つの近位側曲げ領域(10)及
び遠位側曲げ領域(16)を含んで構成され、これにより、前記シャンク(6)の伸び方向が変
化し、
　前記シャンク(6)の前記遠位側曲げ領域（16,30）が配設されたセクションが、前記シャ
ンク(6)の前記近位側曲げ領域（10）が配設されたセクションに対して相対的に長軸周り
に回動自由であり、かつ、
　前記ジョー部(4)は、前記シャンク(6)に対して前記遠端部でその遠位側の長軸周りに回
動自由である
ことを特徴とする医療器具。
【請求項２】
　前記シャンク(6)は、アウタシャンクチューブ(14) を含んで構成され、前記アウタシャ
ンクチューブ(14)の少なくとも１つの遠位側曲げ領域(16,30)は、傾斜又は曲げによって
規定される請求項１に記載の医療器具。
【請求項３】
　前記アウタシャンクチューブ(14)は、前記シャンク(6)の近位側部分に対して、相対的
に回動自由である請求項２に記載の医療器具。
【請求項４】
　前記シャンク(6)は、前記ハンドル(3)に隣接する剛性アウタチューブ(8)を含んで構成
され、該アウタチューブ(8)は、前記シャンク(6)の近位側のセクションのみを超えて伸び
、アウタシャンクチューブ(14)の外周を環状に囲み、かつ、該アウタチューブ(8)の傾斜
又は曲げにより、少なくとも１つの前記近位側の曲げ領域(10)を規定する請求項２又は請
求項３に記載の医療器具。
【請求項５】
　前記アウタシャンクチューブ(14)は、前記アウタチューブ(8)に対して相対的に長軸周
りに回動自由である請求項３又は請求項４に記載の医療器具。
【請求項６】
　前記アウタシャンクチューブ(14)は、前記ハンドル(3)の回動装置(24)に近端部で結合
されている請求項５に記載の医療器具。
【請求項７】
　前記アウタシャンクチューブ(14)の前記近位側の曲げ領域(10)は、可撓性を有し、好ま
しくは、相対動自由に結合された幾つかの剛性チューブセクション(32)で形成される請求
項４～請求項６のいずれか１つに記載の医療器具。
【請求項８】
　前記ジョー部(4)は、前記アウタシャンクチューブ(14)の遠端部に回動自由に装着され
、回動自由なインナチューブ(34)が前記アウタシャンクチューブ（14）内に配設され、該
回動自由なインナチューブ(34)は、近端部で前記ハンドル(3)の回動装置(22)に結合され
、遠端部で前記ジョー部(4)に回動式固定手段によって結合されている請求項２～請求項
７のいずれか１つに記載の医療器具。
【請求項９】
　前記インナチューブ(34)は、少なくとも前記曲げ領域（10,16,30）において、可撓性を
有し、好ましくは相互に相対動可能に結合された幾つかの剛性チューブ部分(35)により設
計される請求項８に記載の医療器具。
【請求項１０】
　前記ジョー部(4)駆動用の駆動ロッド（36）が、前記シャンクの内側で、前記ハンドル(
3)から前記ジョー部(4)まで伸びている請求項１～請求項９のいずれか１つに記載の医療
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器具。
【請求項１１】
　前記ジョー部(4)は、前記アウタシャンクチューブ（14）に着脱自由に結合される請求
項１～請求項１０のいずれか１つに記載の医療器具。
【請求項１２】
　前記シャンク(6)は、前記ハンドル(3)に着脱自由に結合される請求項１～請求項１１の
いずれか１つに記載の医療器具。
【請求項１３】
　前記ジョー部(4)は、把持鉗子又は鋏として設計される請求項１～請求項１２のいずれ
か１つに記載の医療器具。
【請求項１４】
　前記器具(1)は、外側で電気絶縁されたシャンク(6)を備えたＨＦ－器具として設計され
る請求項１～請求項１３のいずれか１つに記載の医療器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療器具に関し、より詳細には、人体の開口部を経由する内腔貫通の内視鏡
手術用医療器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、腹部の内視鏡手術では、比較的内腔が狭く長いアクセスチューブを経膣のアク
セスを通して使用する必要がある。この狭い内腔のアクセスチューブを用いるため、例え
ば胆嚢など手術部位によって、収縮、前処理（標本）、切開（解剖）及び凝固のために必
要な自由空間を創り出すことが難しい。このことは、光学的システム及び器具が、全て同
一方向から入ってくることにより、さらに難しくなっている。さらに問題なのは、個々の
器具が、互いの操作を阻害しあっていることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このため、本発明は、人体の開口部を経由する内腔貫通の内視鏡手術において、改善さ
れた操作性を創生する一方、いくつかの器具を、互いの操作が阻害されることなく使用可
能にすることを目的とする。
【０００４】
　上記の目的は、請求項１に記載された特徴を有する医療器具によって達成される。好ま
しい実施形態は、請求項１に従属する請求項、後述する詳細な説明及び添付図面によって
導かれる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る医療器具は、その近端部にハンドルを含んで既知の方法を用いて構成され
る。シャンクが前記ハンドルから遠位側に延び、例えば切除用又は把持用などの可動ジョ
ー部が、このシャンクの遠端部に配設されている。前記シャンクは、長くて狭い内腔のア
クセスチューブ、例えば、４００ｍｍ長のチューブに、器具を貫通させて使用することが
できるように、非常に長く形成されるのが好ましい。このため、シャンクは、アクセスチ
ューブより長くする必要がある。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明においては、シャンクは剛性、すなわち、長軸の横断方向に可撓性を有しない設
計とされる。これにより、非常に簡易な方法で、シャンクを正確に位置決めすることがで
きる。少なくとも２つの曲げ領域がシャンク内に形成され、該領域でシャンクの伸び方向
が変化する。すなわち、シャンクは、これら曲げ領域で曲げられ又は捩られ、それにより
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、前記曲げ領域で隣接するシャンクの各部分の長軸は、相互に角度をなして延びる。ここ
で、前記角度として５～３０°の範囲内の角度を選択するのが好ましい。このように、前
記シャンクが剛性設計であるため、前記曲げ領域において、シャンクの設定された所定の
捩れ角又は曲げ角が用いられる。２つの曲げ領域のうち、１つは、シャンクの近位領域に
配設され、もう１つは、シャンクの遠位領域に配設されて、２つの曲げ領域間で直線状に
シャンクが伸びるのが好ましい。したがって、シャンクは、前記２つの領域間の長さが大
部分を占めるように延びるのがより好ましい。この２つの曲げ領域間の直線状部分は、操
作によりアクセスチューブを貫通して動く部分である。２つの曲げ領域は、いずれも前記
アクセスチューブ外側に配設され、一方は、アクセスチューブより遠位側、もう一方は近
位側に配設される。２つの曲げ領域の曲げ角度又は捩れ角度は、同一であってもよいが、
相違してもよい。
【０００７】
　本発明によれば、さらに、シャンクの１つの部分で、前記遠位側の曲げ領域が配設され
た部分が、前記近位側の曲げ領域が配設されたシャンクの部分に対して、相対的に軸周り
に回動可能である。シャンクの遠端部は、アクセスチューブの長軸を横切る方向、すなわ
ち、曲げ領域間のシャンクの伸び方向を横切る方向に、回転機能によって回動又は旋回す
るようにしてもよい。この方法によれば、直線状に伸びる器具を使用する場合に比較して
、手術領域において大きな自由空間が創生される。このように、この種の器具を２つ使用
することにより、それらの遠端部、すなわちそこに配設されたジョー部が、該２つの器具
の２つの遠端部の回転量に応じて、互いに離れ、又は相対移動するようにしてもよい。こ
のようにすれば、例えば、把持鉗子として設計された器具を用い、近位側曲げ領域のシャ
ンク部分を回転させることによって、胆嚢を掴んで旋回し手術領域外に取り出すようにし
てもよく、これによって、胆嚢への所望のアクセスを創生することができる。その後、切
除器具として設計された別の器具を、前記近位側曲げ領域のシャンク部分を回転させるこ
とによって、最適な切除部位まで移動させるようにしてもよい。これにより、手術位置を
変更するため、アクセスチューブ及び必要な器具の後調整を行うようにしてもよい。
【０００８】
　さらに本発明によれば、前記ジョー部は、シャンクの遠端部で該シャンクの長軸周りを
相対回転自由である。これにより、開口部付のジョー部を、細胞組織を掴み、又は、切除
するため所望の角度位置まで移動させることが可能である。ジョー部は、そのため、前記
遠端側曲げ領域からさらに遠位に伸びるシャンク部分の長軸周りを回動する。この部分は
、直線状に設計するのが好ましいが、さらに湾曲させてもよい。
【０００９】
　前記近位側曲げ領域により、シャンクの主たる伸び方向、即ち、前記曲げ領域間の伸び
方向に対して、前記ハンドルを曲げることができる。これにより、幾つかの器具を使用す
る際に、これら器具のハンドルを、1個で同一のアクセスチューブで、該アクセスチュー
ブの近位側において異なった方向に伸ばすことができ、その結果、前記各ハンドルの動作
が阻害されずにすむ。
【００１０】
　シャンクは、アウタシャンクチューブを含んで構成され、少なくとも１つの遠位側の曲
げ領域は、前記アウタシャンクチューブにおいて角度又は曲げを有して規定されるのが好
ましい。即ち、前記アウタシャンクチューブは、曲げ領域の２つの側に配設されたシャン
ク部分が相互に角度をなして伸びるように、曲げ領域で傾斜し、又は曲げられる。これら
のシャンク部分は、各々、直線状に設計されるのが好ましい。前記アウタシャンクチュー
ブは、この曲げ領域で剛性を持たせて設計されており、その結果、一定の角度又は一定の
曲率が与えられる。
【００１１】
　前記アウタシャンクチューブは、シャンクの近位側の部分に対し、相対回動自由とする
のが好ましい。この回動は、２つの曲げ領域間の好ましくは直線状に伸びるシャンク部分
の長軸周りに発生する。この回動により、シャンクの遠端部は、回動軸に対し径方向に離
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れた円形軌道上を移動する。この方法において、前記ジョー部を有した遠端部は、前記シ
ャンクの主たる伸び方向、即ち、前記２つの曲げ領域間の伸び方向を横切る方向に、位置
を移動するようにしてもよい。前記曲げ領域間の長軸は、前記操作により、アクセスチュ
ーブの長軸と略平行になる。これは、この部分がアクセスチューブ内に配設されているシ
ャンクの部分だからである。
【００１２】
　さらに、シャンクは、剛性アウタチューブを含んで構成されるのが好ましい。該アウタ
チューブは、ハンドルに隣接し、シャンクの近位側曲げ領域のみを超えて伸び、アウタシ
ャンクチューブの外周を環状に囲み、かつ、該アウタチューブの傾斜又は曲げによる少な
くとも１つの近位側曲げ領域を備える。即ち、剛性アウタチューブは、傾斜し、又は曲げ
られ、かつ、一定の傾斜角又は捩れ角を有する近位側の曲げ領域を形成する。このように
、アウタチューブの前記曲げ領域に隣接する２つの部分は、相互に傾斜する長軸を有して
伸びる。これらアウタチューブの部分は、直線状に設計されるのが好ましい。アウタチュ
ーブは、近位方向に、曲げ領域からハンドルまで伸び、該ハンドルに結合される。アウタ
チューブは、曲げ領域間のシャンク部分で終端となるように遠位方向に可能な限り伸びる
。アウタチューブは、遠位方向にシャフト全長に比較して近位側曲げ領域を僅かに超える
だけ伸びるのが好ましい。
【００１３】
　アウタシャンクチューブは、アウタチューブに対して長軸周りを相対回動自由であるの
が好ましい。こうして相対的に回転自由な２つのシャンク部分が創生される。１つ目の部
分は、アウタチューブによって形成される近位側の傾斜領域を有する部分であり、２つ目
の部分は、アウタシャンクチューブによって形成される遠位側の曲げ領域を有する部分で
ある。
【００１４】
　アウタシャンクチューブを回動させるため、該チューブは遠端部でハンドルの回転装置
に結合されるのが好ましい。これは、例えば、アウタシャンクチューブがその回転軸周り
を回転しうるような回転ホイールであってもよい。
【００１５】
　アウタシャンクチューブは、この回動動作がハンドルから第１の曲げ領域を超えて伝達
できるようにするため、近位側曲げ領域で可撓性を有してに設計されるのが好ましい。こ
のため、この領域のシャンクチューブは、例えば相対動自由に結合された幾つかの剛性チ
ューブセクションで設計されてもよい。相対動自由に結合されたチューブセクションで構
成された適切なシャンクは、例えばＥＰ ０ ７６４ ４２３ Ｂ１で公知である。このよう
に可撓性を有して設計されたシャンクは、また、アウタチューブ内側で曲げ領域において
その長軸周りに回動されるようにしてもよい。そして、アウタシャンクチューブは、曲げ
領域後方の遠位部分が剛性、すなわち曲がりにくい性状に設計される。これにより、該剛
性アウタチューブとアウタシャンクチューブの剛性セクションは、アウタチューブにアウ
タシャンクチューブ用の安定したガイドを創るため、所定の長さオーバーラップする。ア
ウタシャンクチューブは、アウタチューブの内周面にガイドされ、又は支持されるのが好
ましい。特に、アウタシャンクチューブの剛性セクションとアウタチューブとの間の軸受
領域は、アウタシャンクチューブに作用する横方向の力が剛性アウタチューブに確実に伝
達されるように、非常に長いものを選択してもよい。アウタチューブの遠端部より遠位側
のアウタシャンクチューブは、シャンクに安定性と曲げ力を付与する要素を形成する。
【００１６】
　ジョー部をアウタシャンクチューブの遠端部に回動自由に装着すると共に、回動自由な
インナチューブをアウタシャンクチューブ内に配設し、このインナチューブが、近端部で
はハンドルの回動装置に結合し、遠端部ではジョー部に回動式固定方法によって結合する
のが、さらに好ましい。このインナチューブを経由するジョー部は、上述したように、そ
の長軸周りに回動させてもよい。このため、回動ホイールとして設計された前記回動装置
を回動させる。これにより、インナチューブは、その長軸回りを、外周のアウタシャンク
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チューブ及びアウタチューブと同心上に回動する。さらに、ジョー部と内側シャンク間の
回動式固定結合によって、該ジョー部が内側シャンクと共に回動する。
【００１７】
　内側シャンク用の回動ホイールとアウタシャンクチューブ用の回動ホイールは、同一軸
周りに回動するようにハンドル内に配設されるのが、好ましく、これらは、相互に軸方向
にのみ離される。このように、２つのハンドホイールは、同時に把持され、別々に回動し
、その結果、アウタシャンクチューブの回転により、ジョー部が同時に回転し、２つの構
成要素の回動角及び回動方向を相互に独立させている。
【００１８】
　インナチューブは、少なくとも曲げ領域において可撓性を有して有利なように設計され
る。これは、例えば、ＥＰ ０ ７６４ ４２３ Ｂ１で公知のように、これらの領域内のイ
ンナチューブを、相対回動自由に結合された幾つかの剛性チューブセクションで設計する
ことによって創生される。可撓性、即ち、インナチューブの長軸横断方向の可動性により
、インナチューブは曲げ領域を介して長軸周りの全長にわたる回動が確保される。即ち、
インナチューブは、シャンクの全ての領域で外周のアウタシャンクチューブと同心上に長
軸周りを回動する。インナチューブはまた、インナチューブの軸部分で剛性設計され、外
周のアウタシャンクチューブが直線状に伸び、この方式により、インナチューブの低摩擦
での動きが可能となり、シャンクの安定性をより高めることができる。さらにこれらの領
域では、相対動できる部分の設計を機械化しないで済ませることができ、コスト節減とな
る。
【００１９】
　ＥＰ ０ ７６４ ４２３ Ｂ１で公知のシステムに係るインナチューブの設計は、既述し
たように、インナチューブの部分を非可撓性に設計したものに特に適している。ＥＰ ０ 
７６４ ４２３ Ｂ１で公知の方法によれば、チューブの各部を単に可撓性を有した設計と
することは、そこにそれぞれ分離ギャップを組み込むことによって非常に容易になしえる
。同様のことが、アウタシャンクチューブにも当てはまる。この場合もまた、ＥＰ ０ ７
６４ ４２３ Ｂ１で公知の方法は、適している。可動性に必要な分離ギャップを、アウタ
シャンクチューブの１つの軸の部分、特に曲げ領域を通って伸びる部分に簡易な方法で組
み込むことが必要なだけだからである。
【００２０】
　ジョー部駆動用の駆動ロッドは、前記シャンクの内側でハンドルからジョー部まで伸び
るのが、さらに好ましい。この駆動ロッドは、インナチューブを通ってシャンクの近端部
から遠端部まで伸びる。ジョー部の駆動は、好ましくは駆動ロッドを、シャンクの長軸に
沿って軸方向に移動することにより行われる。これについては、器具の設計により、例え
ば駆動ロッドを近位側に引っ張ることによりジョー部が開くようにすることができる。代
替として、逆の動作を行い、駆動ロッドを遠位方向に引っ張ることによってジョー部を閉
じるようにしてもよい。これは、特にどちらの駆動に、より大きな力が必要であるかによ
る。ジョー部を閉じる方が、より大きな力を必要とする場合は、駆動ロッドを近位方向に
引っ張る方が合理的である。駆動ロッドが曲げ領域を通って移動できるようにするため、
それに有利なように同様の可撓性を有して形成されるが、必要な押し力及び／又は引っ張
り力を軸方向に伝達できるように十分な強度を有する必要がある。
【００２１】
　さらに好ましい実施形態によれば、ジョー部は、アウタシャンクチューブに着脱自由に
結合される。これは、ジョー部の清掃や交換に有利であろう。着脱自由な結合は、例えば
、ネジ係合又は差込式閉塞器により行ってよい。ジョー部は、有利には軸方向に、相対回
動されうる２つの部分を含んで構成される。近位側に位置する固定部分は、結合手段、例
えばネジやバイオネットを介してアウタシャンクチューブの遠端部に着脱自由に結合され
てよい。それにより、回転による強固な結合を生じる。同時に、適切な手段を用いれば、
都合よく、インナチューブの遠端部がジョー部の回転自由な部分と間接的に又は直接密着
して係合するようになり、その結果、回転式固定結合が２部分の間に生じる。このため、
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適切な係合要素及び／又は捕獲器をジョー部の回転自由な遠位部及び／又はインナチュー
ブの遠端部に設けてもよい。
【００２２】
　遠位側の駆動ロッドは、ジョー部、特にジョー部の遠位側回転機構に配設されている開
閉機構に固定的に結合するのが好ましい。ジョー部をアウタシャンクチューブから除去す
ると、この設計でそうすることにより、駆動ロッドはインナチューブから遠位方向に引き
出されるようにしてもよい。
【００２３】
　さらに好ましい実施形態によれば、シャンクはハンドルに着脱自由に結合される。この
結合は、好ましくはＤＥ １０３ ５７ １０５ Ｂ３に記載されたように設計される。した
がって、前記着脱自由な結合は、アウタチューブ、アウタシャンクチューブ、インナチュ
ーブ及び駆動ロッドをハンドルから取り外しできるように設計されるのが好ましい。ここ
で、前記取り外しは、１つの加工工程で自動的に行われること、即ち、各構成要素相互を
手動でかつ別々の方法で切り離す必要が無いことが好ましい。逆も同様であって、適応し
た方法により各部品が組立て中に相互に係合されていくように設計される。このため特に
、結合要素がハンドルに設けられ、これにより、シャンクを把持部に結合すると、アウタ
シャンクチューブとそれに関連したハンドホイール間、及び、インナチューブとそれに関
連した把持部のハンドホイール間が、回動式固定で結合される。
【００２４】
　特定の実施形態によれば、器具はＨＦ器具として設計されてよい。このため、アウタシ
ャンクチューブは、高周波電圧をハンドルに供給することができるように、外側及び結合
部に対して電気絶縁されてもよい。したがって、器具を単極仕様に設計するのが好ましい
。基本的にはそうであるが、双極設計もありえて、その場合は、例えば、アウタシャンク
チューブ及びインナチューブ及び／又は駆動ロッドに、必要な２つの電気リード線の機能
を持たせてもよい。これらの要素についても、相互に適応した電気絶縁をする必要がある
。
【００２５】
　本発明は、以下に実施形態及び添付図面によって記載される。これらにおいて、以下の
図が示される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る医療器具の全体概要図。
【図２】本発明の第２の実施形態に係る器具の全体概要図。
【図３】図２に係る器具において、一部を拡大して示す図。
【図４】図２に係る器具において、遠端部の詳細を示す図。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿った断面図。
【図６】図１～図５に係る医療器具のジョー部の各部を示す図。
【図７】図１に係る器具で、シャンクがハンドルから切り離された状態を示す図。
【図８】図１～図７に係る器具で、ジョー部が把持鉗子として設計され一部が除去されて
いる状態を示す図。
【図９】図８に係る器具で、ジョー部が鋏として設計されている状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の両実施形態、即ち、図１に係る実施形態と、図２に係る実施形態において、器
具１は、基本的に２つの部分、具体的には鉗子挿入部２およびハンドル部３で構成される
。ジョー部４が、鉗子挿入部２の遠端部の位置に設計される。シャンク６は、ハンドル部
３から出て、ジョー部４に向かって遠位方向に伸びる。
【００２８】
　このシャンク６は、幾つかの部品で設計される。まず、剛性アウタチューブ８は、ハン
ドル３に遠位方向に直結し、相互に角度をなすと共に曲げ領域１０を介して強固に結合さ
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れた２つのセクション８ａ及び８ｂで形成されている。セクション８ａ及びセクション８
ｂは、曲げ領域１０と共に、１つの部品ないしピースで設計されるのが好ましい。アウタ
チューブ８が剛性を有して設計されているため、曲げ領域１０により、セクション８ａ及
び８ｂの長軸同士のなす規定された角度が与えられている。アウタシャンクチューブ１４
は、同様に、剛性曲げ領域１６を介して相互に強固に結合された２つのセクション１４ａ
及び１４ｂで形成され、アウタチューブ８の遠端部から伸びる。したがって、セクション
１４ａ及び１４ｂは、曲げ領域１６を含む１つの部品ないしピースで設計される。セクシ
ョン１４ａ及び１４ｂの長軸相互がなす角度として規定された角度は、アウタシャンクチ
ューブ１４の剛性設計による曲げ領域１６の規定角度によって設定される。
【００２９】
　このように全体として、シャンクは、２回、具体的には、曲げ領域１０と曲げ領域１６
で曲げられる。アウタシャンクチューブ１４のセクション１４ａは、シャンク６の最長の
セクションを形成し、また、操作時にはアクセスチューブの内側に位置するセクションと
なる。このように位置決めされた曲げ領域１０は、アクセスチューブの近位側に配設され
、一方、曲げ領域１６は、アクセスチューブの遠位側に配設される。ジョー部４は、該ジ
ョー部のネジ付スリーブ１８により、アウタシャンクチューブ１４に、そのセクション１
４ｂの遠端部で結合されている。ネジ付スリーブの代わりに、差込式閉鎖器を用いてもよ
い。実質的に相対動自由な２つの部品２０で形成されたジョー部４の遠位部分は、該ジョ
ー部４の近位側のネジ付スリーブ１８と相対回動自由である。図１に係る実施形態では、
ジョー部の可動部品２０は、鋏として設計される。この設計、及び特に可動部品２０の相
互の旋回動は、周知の方法でなされる。前記近位側のネジ付スリーブ１８に対する相対回
動は、アウタシャンクチューブ１４のセクション１４ｂの長軸周りになされる。
【００３０】
　さらに、アウタシャンクチューブ１４は、セクション１４ａの長軸周りを、アウタチュ
ーブ１０に対し相対回動自由である。ジョー部４及びアウタシャンクチューブ１４の回動
は、ハンドル部３のハンドホイール２２及び２４によって行われる。したがって、ハンド
ホイール２２は、ジョー部４の回動用に付与され、ハンドホイール２４は、アウタシャン
クチューブ１４の回動用に付与される。これは、ハンドホイール２２が矢印Ａ方向に回動
すると、これに応じてジョー部４が矢印Ａ方向に回動することを意味する。ハンドホイー
ル２２が矢印Ｂ方向に回動するときは、これに応じてアウタシャンクチューブ１４が矢印
Ｂ方向に回動する（図１～３）。
【００３１】
　鉗子挿入部２は、カップリング２６を介してハンドル部３に着脱自由に結合される。こ
のカップリングは、ドイツ特許公報ＤＥ １０３ ５７ １０５ Ｂ３によって公知の方式で
設計されている。特に、前記カップリング２６により、アウタチューブ８とハンドル部３
との所定の角度での回動式固定方法による結合が確保される。該カップリング２６により
、さらに、前記チューブやシャンク部品は、前記アウタチューブ８内に配設されつつ、ハ
ンドル部３の対応する構成要素への着脱自由な結合が確保される。このように、アウタチ
ューブ８の内側を通って近位方向に伸びるアウタシャンクチューブ１４は、前記ハンドホ
イール２４に着脱自由に結合される。したがって、後に詳述するインナチューブは、ジョ
ー部４回動用の前記ハンドホイール２２に着脱自由に結合される。さらに、ジョー部の可
動部品２０の開閉用駆動ロッドがハンドル部３の把持部に着脱自由に結合される。
【００３２】
　さらに、ハンドル部は、高周波電圧源との接続用のＨＦコネクタ２８を有している。
　図２に係る実施形態は、図１に係る実施形態と、２つの点で相違する。一つは、図２に
係る実施形態のジョー部の可動部品２０が、鋏ではなく把持鉗子として設計されているこ
とである。もう一つは、曲げ領域１６から離れたアウタシャンクチューブ１４が、チュー
ブ１４に遠位側で結合し、内部でアウタシャンクチューブ１４を再度曲げる曲げ領域３０
を含んで構成され、その結果、アウタシャンクチューブ１４のセクション１４ｂは、一方
では、アウタシャンクチューブ１４のセクション１４ａに対して曲げられ、また、他方で
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は、所定量横方向にオフセットされることである。手術領域内でのジョー部４の異なった
位置取りが、この方法によって実現できる。
【００３３】
　次に、シャンク６の内部構造を、図３を用いて、より詳細に説明する。図３では、図１
に係る実施形態の内部構造は、図３に係る実施形態の内部構造と同一であると理解すべき
である。アウタシャンクチューブ１４は、アウタチューブ８を通ってハンドルから伸び、
アウタチューブ８の遠端部１２まで伸びる。アウタシャンクチューブ１４は、曲げ領域１
０の領域内で可撓性を有して設計され、その結果、アウタシャンクチューブ１４は、その
長軸周りに回動されるように曲げ領域１０を通って移動する。これは、図３の切断拡大図
Ｚに、より詳細に示される。図で明らかなように、この領域内のアウタシャンクチューブ
１４は、係合要素を介して直接密着して係合する幾つかのチューブセクションで形成され
ている。したがって、前記係合は、各チューブセクション３２が相互に相対動自由な形態
である。この設計は、その構造がＥＰ０　７６４　４２３　Ｂ１によって公知の屈曲可能
なチューブに対応している。このヨーロッパ特許に記載された方法によれば、相互に相対
動しうるチューブセクション３２を形成する適切な分離ギャップを、他方で剛性を有する
アウタシャンクチューブ１４の曲げ領域１０においてのみ、組み込ませることができる。
【００３４】
　インナチューブ３４は、アウタシャンクチューブ１４の内側に配設され、器具１の遠端
部からハンドル部３まで伸びる。インナチューブ３４は、アウタシャンクチューブ１４の
内側を、その長軸周りに回転自由である。インナチューブ３４は、その近端部でハンドホ
イール２２に結合され、遠端部でジョー部４の回転自由な部分に結合される。ハンドホイ
ール２２が矢印Ａ方向に回動すると、インナチューブ３４はその長軸周りに回動して、こ
の回動動作がジョー部４に伝達され、その結果、その遠位部分が可動部品２０により矢印
Ａ方向に回動する。曲げ領域１０,１６及び３０を、適応した方法で曲げ、かつ、それに
も関わらず、これらが長軸周りの回動を介して移動できるようにするため、インナチュー
ブ３４は、これら領域において可撓性を有してに設計される。したがって、その設計は、
曲げ領域１０でのアウタシャンクチューブ１４の可撓性を有する設計に対応する。即ち、
インナチューブ３４もまた、曲げ又は湾曲領域では複数のチューブセクション３５のそれ
ぞれによって形成され、これらセクションは、ＥＰ０　７６４　４２３　Ｂ１で公知のよ
うに、相対動可能に結合される。このインナチューブ３４の設計は、拡大図Ｚによる詳細
図示はないが、インナチューブ３４は、曲げ領域１６及び３０において同様に設計される
ものと理解すべきである。
【００３５】
　図５，６及び７で明らかなように、駆動ロッド３６は、インナチューブ３４の内側を通
ってハンドル部３からジョー部４まで伸び、軸の移動により、ジョー部４の可動部品２０
を開閉できる。このため、駆動ロッド３６の近端部は、ハンドル部３において可動ハンド
ル部３８に結合される。可動ハンドル部３８は、ロッキングブロック４０を介して位置決
めされるようにしてもよい。
【００３６】
　図５及び７に示すように、スプライン４２がアウタシャンクチューブ１４の近端部に回
動式固定により配設され、ハンドホイール２４の回動動作をスプライン４２を介してアウ
タシャンクチューブ１４に伝達するため、ハンドホイール２４の対応するレシーバー４４
に直接密着して係合する。したがって、スプライン４６はインナチューブ３４の近端部に
回動式固定により配設され、ハンドホイール２２の対応するレシーバー４８に直接密着し
て係合する。このようにして、ハンドホイール２２からの回動動作は、スプライン４６を
介してインナチューブ３４に伝達することができる。
【００３７】
　これら要素の結合によって、カップリング部２６を矢印Ｃ方向にハンドル部３と結合さ
せることができ、該結合においてスプライン４２と４６は対応するレシーバー４４および
４８と係合する。同時に、駆動ロッド３６の近端部は、ボールロック結合部５０を介して
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可動ハンドル部３８に結合される。他の方法として、カップリング２６は、ＤＥ １０３ 
５７ １０５ Ｂ３によって公知の方法によりハンドル部３に結合される。さらに、突起形
成による回動ロッキング５２がハンドル部３に設けられ、この突起が対応するカップリン
グ２６の穴５３に係合し、こうして、アウタチューブ８を回動式固定により所定の角度位
置でハンドル部３に結合させる。
【００３８】
　図６は、取り外されたジョー部４に、駆動ロッド３６が近位側での固定によって可動部
品２０の機構に結合された状態を示す。ジョー部４は、近位側のネジ付スリーブ１８によ
って、アウタシャンクチューブ１４の遠端部にネジ止めされてもよい。したがって、カッ
プリング部５４は、インナチューブ３４のジョー部４遠位部での回動が、該カップリング
部５４を介して可能となるように、インナチューブ３４の遠端部と直接密着して係合する
。ジョー部４は、図８に一部が取り外された状態で示されている。
【００３９】
　図９は、再度、図１に係る器具の側面図を示す。ジョー部４の設計は、異なる方法でな
されてもよいと理解すべきである。このように、設計は、図２に係る第２実施形態におけ
る鋏として設計されてもよく、あるいは、逆も同様であって、図１に係る第１実施形態に
おける把持鉗子として設計されてもよい。アウタシャンクチューブ１４は、ＨＦ器具とし
て使用するため、外側に対して電気絶縁されている。しかしながら、ＨＦ器具として設計
されなければならないわけではない。この場合、ＨＦ－コネクタ２８同様、絶縁無しで済
ましてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　　　１…器具
　　　２…把持鉗子
　　　３…ハンドル部
　　　４…ジョー部
　　　６…シャフト
　　　８…アウタチューブ
　　１０…曲げ領域
　　１２…アウタチューブの遠端部
　　１４…アウタシャンクチューブ
　　１６…曲げ領域
　　１８…ネジ付スリーブ
　　２０…ジョー部の可動部
　　２２，２４…ハンドホイール
　　２６…カップリング
　　２８…ＨＦ－コネクタ
　　３０…曲げ領域
　　３２…チューブセクション
　　３４…インナチューブ
　　３６…駆動ロッド
　　３８…可動ハンドル部
　　４０…ロッキングブロック
　　４２…スプライン
　　４４…レシーバー
　　４６…スプライン
　　４８…レシーバー
　　５０…ボール－ロック結合部
　　５２…回動ロッキング
　　５３…穴
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　　５４…カップリング部
　Ａ，Ｂ，Ｃ…移動方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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